
 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮間地区教育環境整備協議会 
 

《事務局》 

教育委員会事務局 
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資料は事務
（平成１５年９月発行） 

教育改革担当部 

（電話） ３９０８－９２７１ 

（Ｆａｘ）３９０６－８７５５ 

（ｅメール） 

k-kaikaku@kitacity.jp 

教育環境を考える協議会がスタートしました
浮間ふれあい館にて、第１回協議会を開催し、下記の事項を検討・審

しました。 

《協議会メンバー》（敬称略） 

（座 長）清水吉一  浮間地区町自治会連合会会長 

     榎並 武  青少年浮間地区委員会会長 

     立石邦男  浮間西町会副会長 

     杉田尚樹  浮間中学校ＰＴＡ会長 

     志村佳浩  浮間小学校ＰＴＡ会長 

     黒田 操  西浮間小学校ＰＴＡ会長 

     高橋春恵  西浮間小学校ＰＴＡ副会長 

     富張雄彦  浮間中学校校長 

     林 四郎  浮間小学校校長 

     山本 力  西浮間小学校校長 
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協議会は、緊急を要する施設整備の問題と、その他の教育環境整備に関する問題につい

て検討を行いました。以下に「中間のまとめ」の要旨をお知らせします。 

 

緊急を要する施設整備 

 浮間地区は、人口増に伴って児童生徒数が増加している。特に西浮間小学校では、児童

数の急増により日常的な教育活動においても支障をきたしかねない状況が生じつつある。 

西 浮 間 小 学 校 を 単 独 で 改 築 す る 場 合  

・ 西浮間小学校校舎を全面的に改築することが望ましい。改築にあたっては、十分な広さ

の校庭が確保できるよう設計の工夫をすることと、浮間少年運動広場を利活用した仮移

転なども検討すること。 

・ 浮間中学校では耐震補強工事の実施にあわせて新しい教育に対応できる教育空間を確

保していく。併せて、将来の生徒数増に対応した施設整備を検討すること。 

・ 西浮間小学校の計画内容に準じた施設整備を浮間小学校に実施すること。 

西 浮 間 小 学 校 と 浮 間 中 学 校 と を 合 築 す る 場 合  

・ 敷地を有効に活用するため、西浮間小学校と浮間中学校との合築が考えられる。 

※ いずれの場合も、現在地と異なる場所への移設という考え方はしないこととする。 

その他の教育環境整備 

・ 地域と学校の連携について 

（ＰＴＡと地域団体との連携等） 

・ 公共施設について 

（図書館・児童館の利用しやすい位置への移設、

内容の充実） 

 

 

○ 今後の協議会の活動について 

平成１６年度中に策定される予定の学校改築計画において方向性が示されるまでの

間、協議会を休止することとしました。 

○ 詳細は北区ホームページ（http://www.city.kita.tokyo.jp/kyouiku/kaikaku/index.htm）をご覧

ください。 

○ 協議会資料は事務局および関係各校にございます。 

《事務局》 

教育委員会事務局 

教育改革担当部 

（電話） ３９０８－９２７１

（Ｆａｘ）３９０６－８７５５
（ｅメール） 

k-kaikaku@city.kita.

lg.jp 

 
浮間地区教育環境整備協議会

浮 間 地 区 の 望 ま し い 教 育 環 境 を 検 討 し 、
「 中 間 の ま と め 」 を 策 定 し ま し た 。

第２号 

（平成１６年４月発行）

中間のまとめ 要旨 

《開催経過》 

第１回協議会（平成 15 年８月 19 日）

第２回協議会（平成 15 年９月 24 日）

 ・課題解決に向けての提案 

第３回協議会（平成 15 年 11 月 10 日）

 ・中間のまとめに向けて 

第４回協議会（平成 16 年２月 13 日）

 ・中間のまとめ（案）の検討 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会では、児童数の増加による教室の不足や、施設の老

朽化など、西浮間小学校の建て替えが緊急の課題であるとの

認識に立ち、検討を重ねてきました。 

このたび、「現在地から浮間２丁目の浮間少年運動場・遊

び場へ移転し、新築することが最も望ましい」との意見でま

とまりました。 

 

 以下が主な理由です。 

○ 子どもたちが現校舎で学びながらの工事は不可能であること 

○ 仮設校舎の設置は工期が長引くだけではなく、非常に費用がかかること 

○ 現在地は駅に近く、電車の発着などの騒音があること 

○ 正門前道路がカーブしている上に歩道が狭く車の通行量もあることから、通学に危険

であること 

○ 敷地が三角形の地形であるため、正門の間口が狭いこと、また、充分な広さの校庭が

確保できないこと 

 

また、移転する際の課題として、以下のことが挙げられました。 

 運動場周辺住民・運動場利用者の理解を得ること 

 通学距離が伸びる地域の理解を得ること 

 

 

今までの検討経過 

第１回（平成１５年８月１９日） 座長選出、意見交換 

【協議会だより第１号 平成１５年９月発行】 

第２回（平成１５年９月２４日） 課題解決の向けての提案 

 ・通学区域の変更、中学校の施設を活用 など。 

第３回（平成１５年１１月１０日）中間のまとめに向けて 

第４回（平成１６年２月１３日） 中間のまとめ 

 ・緊急を要する課題である西浮間小の改築を早急に実施すべきであること。さらに、浮

間地区全体の教育環境の整備と向上を図ることが必要。 

【協議会だより第２号 平成１６年４月発行】 

第５回（平成１６年７月１日）  望ましい学校のあり方 

 ・一日も早く、より良い学校施設を確保するために。 

第６回（平成１６年８月１７日） 学校配置の課題 

 

◎裏面へ続く 

《事務局》 

教育委員会事務局 

教育改革担当部 

（電話） ３９０８－９２７１

（Ｆａｘ）３９０６－８７５５
（ｅメール） 

k-kaikaku@city.kita.

lg.jp 

 
浮間地区教育環境整備協議会

第３号 

（平成１６年１０月発行） 



関連地図 

 

 

建築条件など 

 

 

 

 

 

 

 

○ 詳細は北区ホームページ（http://www.city.kita.tokyo.jp/kyouiku/kaikaku/index.htm）をご覧

ください。 

○ 協議会資料は事務局および関係各校にございます。 

西浮間小学校 浮間少年運動場
建ぺい率 ６０％ ７０％
容積率 ２００％ ２００％

９７６６㎡ ９３６６㎡
（境界道路含め９７８０㎡）

４０００㎡ ４２１６㎡
５８６０㎡ ６５５６㎡建築可能な面積（建坪）

敷地面積

都市計画条件

校庭面積



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成１５年８月に第１回浮間地区教育環境整備協議会を開催して以来、約１年半にわた

って浮間地区の教育環境向上について検討を重ねてきました。２月１７日、第８回協議会

において、これまでの経過を踏まえた「協議会報告」を確認、了承しました。また、「西浮

間小学校改築基本構想･基本計画（案）」の報告を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今までの検討経過 

 第１回協議会（平成１５年８月１９日） 
 ○教育環境整備協議会の設置 ○座長選出：清水吉一氏 ○浮間地区の現況及び今

後の推計値 

◇ 協議会だより第１号発行（平成１５年９月） 

 第２回協議会（平成１５年９月２４日） 
○課題解決に向けての提案 

通学区域の変更では、長期的解決にならず、混乱を招く。 

老朽化の進んだ西浮間小は全面改築すべき。 

 第３回協議会（平成１５年１１月１０日） 
○中間のまとめに向けて 

地域の教育に関わるさまざまな具体的課題を検討した。 

 第４回協議会（平成１６年２月１３日） 
○中間のまとめ 

地域の教育環境向上のための要望をまとめる。 

◇ 協議会だより第２号発行（平成１６年４月） 

 第５回協議会（平成１６年７月１日） 
○望ましい学校のあり方 

西浮間小を少年運動場に移設することが望ましいとする方向を了承。 

※ 浮間地区町自治会連合会より要望書 

   浮間地区町会自治会長１３名による｢西浮間小学校移転及び新築に関する要望書｣を

区長あてに提出。                        裏面へ続く 

《事務局》 

教育委員会事務局 

教育改革担当部 

（電話） ３９０８－９２７１ 

（Ｆａｘ）３９０６－８７５５ 

（ｅメール） 

k-kaikaku@city.kita.

lg.jp 

 

 

浮間地区教育環境整備協議会 

第４号 

（平成１７年３月発行） 

《協議会方針》 

（１） 西浮間小学校を、浮間２丁目少年運動場、遊び場に移転･新築する。 

（２） 学校施設の格差緩和と、浮間地区全体の教育環境向上のために、浮間小学校、浮間

中学校の施設改善に努める。 

（３） 図書館、児童館などが、わかりやすく、利用しやすいものとなるよう、工夫改善を行う。 

（４） 浮間を、「地域の子どもたちは地域全体で見守り育む」まちとするために、町会自治会・

青少年地区委員会と各校ＰＴＡは、連携と協力を密にする。 



◆ 第６回協議会（平成１６年８月１７日） 

○学校配置の課題 

運動場利用者・運動場周辺住民の理解を得る。 

学区域の弾力化が必要。 

運動場と遊び場の間の道路廃止などの工夫が必要。 

◇ 協議会だより第３号発行（平成１６年１０月） 

◆ 第7回協議会（平成１６年１２月３日） 

   ○協議会方針の検討 

西浮間小に係る経過を確認し、協議会方針をまとめた。 

◆ 第８回協議会（平成１７年２月１７日） 

   ○西浮間小学校改築基本構想・基本計画（案）報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は北区ホームページ（http://www.city.kita.tokyo.jp/kyouiku/kaikaku/index.htm）をご覧く

ださい。 

○ 協議会資料は事務局および関係各校にございます。 

今回の協議会方針をもって、この協議会を締めくくります。 

 約１年半にわたって、議論を重ねてまいりました。中でも、児童数の増加が顕著な

西浮間小学校については、緊急の課題として取り組み、一定の成果に至ったと考えて

います。 

 これまで熱心にご検討くださった委員の方々、ご協力くださった学校関係者や町会

自治会の皆様には、座長として、心から感謝を申し上げます。ありがとうございまし

た。 

浮間地区教育環境整備協議会 

座長  清水 吉一 

移転・新築予定地 
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